
※巡回連絡とは、事件事故、自

然災害等の非常事態に備えて、

皆様の家族構成や勤務先、非常

時の連絡先等を面接してお伺い

する活動です。

警察では、事件事故に備え

て巡回連絡を行っています。

活動へのご理解ご協力お願

いいたします。
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管内の犯罪や交通事故等については栃木県警察防犯アプリ「とちぎ

ポリス」でご確認頂けます。

ぜひ、インターネットで「とちぎポリス」と検索頂くか、右側のＱＲコー

ドからアプリのインストール、各種機能のご活用をお願いします。

～知っていますか？～

栃木県内では、令和７年中自転

車が関係する事故は人身事故の

約３割も占めていました！

自分の命を守るためにも、必ず

ルールを守りましょう！

また、本年４月１日から１６歳

以上の自転車運転手を対象に交

通反則通告制度が導入されまし

た。

交通法令順守をお願いします。


